
安全装置等導入促進助成金交付要綱 

公益社団法人大分県トラック協会 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、公益社団法人大分県トラック協会（以下「県ト協」という）が、事業

用トラックの交通事故防止を図るため、会員事業所（以下「事業所」という）が安全装置

（後方視野確認支援装置、呼気吹込み式アルコールインターロック。以下「装置」という）

を導入した場合に、その導入費用の負担を軽減し、普及促進を図ることを目的とする。 

 

（対象事業及び対象者） 

第２条 助成の対象は、大分県内で登録した営業用貨物自動車に新たに装置を装着した会

員事業所とする。 

 

（助成額） 

第３条 助成金額は、１台につき１万円を交付することとする。１事業所の装着数の限度枠

は、前年度３月末現在会員名簿の車両台数（被牽引車を除く）の３０％以内（小数点切り

上げ）とする。 

  なお、助成金の交付は四半期ごとに行うこととし、３月に申請した一部の者については、

その翌月の４月に支給することがある。 

 

（申請手続き） 

第４条 会員事業所は、当該年度４月以降に実施したものを、原則として月ごとに、その期

間中に装着した分をとりまとめて、翌月の末日までに、協会の申請様式に納品書（写し）、

請求書（写し）、領収書（写し）、車検証（写し）、リースの際はリース契約書（写し）、リ

ース計算書、車検証（写し）を添付し協会長宛に申請することとする。 

２ 申請は、受付期間中においても当該年度の予算に達した場合は、申請受付を終了する

こともある。 

 

（実施期間） 

第５条 当該年度４月から３月１５日までとする。 

 

（雑則） 

第６条 本要綱に定めのない事項が発生した場合は、交通・環境対策委員会において協議す

るものとする。 

 



 

（付則） 

１ 本要綱は平成１８年７月１日より施行する。 

２ 平成１９年４月２５日一部改正 

３ 平成２１年２月１６日一部改正 

４ 平成２３年４月１日一部改正 

５ 平成２４年４月１日一部改正 

６ 平成２５年４月１日一部改正 

７ 平成２６年４月１日一部改正 

８ 平成２７年４月１日一部改正 

９ 平成２９年４月１日一部改正 

１０ 令和 ３年４月１日一部改正 


